
   横須賀次世代自動車普及に関する先進事業者等認定要綱 

（総則） 

第１条 この要綱は、脱炭素社会の実現及び市内の産業の発展を目的として、

市内における次世代自動車の普及を図るための先進的な取組みを行う事業者

等に対して行う認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (１ ) 次世代自動車 電気自動車、プラグインハイブリッド車及び燃料電池車

をいう。 

 (２ ) 事業者等 法人格を有する民間団体、個人事業者及び共同住宅の管理組

合 （ マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 12年 法 律 第 

149号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。）をいう。 

 (３ ) 先進的な取組み 第４条各号に掲げる取組みをいう。 

（認定の区分） 

第３条 認定は、次の各号の部門の区分に応じ、当該各号に掲げる場合に該当

するときに行うものとする。 

 (１ ) 事業所部門 法人格を有する民間団体及び個人事業者が、市内の事業所

において次世代自動車を利用した先進的な事業展開を行う場合 

 (２ ) 住宅部門 次に掲げる場合 

ア  市内の共同住宅の管理組合が、次世代自動車を利用した先進的な取

組みを行う場合 

イ 事業者等が、市内に共同住宅を新築するにあたり、次条第１号に定め

る割合の次世代自動車用充電器を設置する場合 

（認定の基準） 

第４条  市長は、事業者等が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合 

は、認定するものとする。 

(１ ) 事業所又は共同住宅において、別に定める割合の次世代自動車用充電器

を設置すること。 

(２ ) 事業所又は共同住宅において、災害時等の非常用電源として次世代自動

車を活用する等の安全で安心な施設運営を行うこと。 

(３ ) 事業所又は共同住宅において、次世代自動車を活用したピークシフト利

用等の環境に配慮した活動を行うこと。 



(４ ) 事業所において、保有する事業用自動車のうち、別に定める割合が次世

代自動車であること。 

 (５ ) 事業所において、自家用車で通勤する従業員に対し、次世代自動車の利

用を促進する取組みを行うこと。 

(６ ) その他市長が適当と認める取組みを行うこと。 

（認定の申請） 

第５条 認定を受けようとする事業者等は、横須賀次世代自動車普及に関する

先進事業者等認定申請書（第１号様式）に先進的な取組みの内容がわかる書

類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（認定の方法） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、第

４条各号のいずれかに該当すると認めたものに、横須賀次世代自動車普及に

関 す る 先 進 事 業 者 等 認 定 証 （ 第 ２ 号 様 式 。 次 条 に お い て 「 認 定 証 」 と い

う。）を交付するものとする。 

（認定の取り消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すこと

ができる。 

(１ )  事業者等の取組みが第４条各号に該当しないと認められたとき。 

(２ )  事業者等から認定辞退の申し出があったとき。 

２ 前項の規定により認定を取り消された事業者等は、速やかに認定証を市長

に返還しなければならない。 

（その他の事項） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、環境政策担当部長が定める。 

附 則  

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

 附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 附  則  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第５条関係）  

横須賀次世代自動車普及に関する先進事業者等認定申請書 

 

                           年   月   日  

  （あて先）横須賀市長  

 

           

 

法 人 に あ っ て は 主 た る 事 務 所 の

所在地 、名 称及 び代 表 者の氏 名  

申請者  
住所  

氏名   

先進的な取組みを行

う事業所又は共同住

宅の名称 

先進的な取組みを行

う事業所又は共同住

宅の所在地 

認 定  申  請  区  分  事業所部門  ・    住宅部門 

連 絡 先

（事務処理欄） 

担当者氏名  

電話番号  



第２号様式（第６条関係）  

 

 

横須賀次世代自動車普及に関する先進事業者等認定証  

 

 

          様  

 

 

    上記の者を、次の事業所等で行う先進的な取組みにより、横須賀次世 

代自動車普及に関する先進事業者等認定要綱に基づく先進事業者等と認 

定します。  

 

     

    所在地  

 

    名称  

 

先進的な取組みの内容  

 

 

 

 

 

       年   月   日  

 

 

横須賀市長          印   

 

 

 

 


